
様式第二十六号（第二十三条の三関係）

建 設 業 者 監 督 処 分 簿

１ 処分を受けた建設業者に関する事項

商号又は名称 有限会社マンダイクレーン 代表者氏名 万代 充美

岡山市中区藤崎１３６－１８
主たる営業所

の 所 在 地

許 可 番 号 と、解
岡山県知事 許可を受けてい

般－29 第15134号 る建設業の種類

２ 処分に関する事項

処分年月日 令和２年１２月１５日 処分を行った者 岡山県知事

根 拠 法 令 建設業法第２８条第１項（第３号該当）

処分の内容

建設業法第２８条第１項の規定による指示

（１）今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速や

かに周知徹底すること。

（２）社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図るこ

と。

（３）建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及

び教育の計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行うこ

と。

（ ） （ ） （ ） 、 。４ 上記 １ ～ ３ について 同社が講じた内容を文書により報告すること

（研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、上記以外の

措置を講じた場合は、併せて報告すること ）。

処分の原因となった事実 労働安全衛生法違反

（有）マンダイクレーンは、平成３０年１１月８日、愛媛県大洲市肱川町山鳥

坂所在の平成３０年度上鹿野川地区付替県道工事現場において、くい打機を用い

て、川岸法面を掘削する等の作業を行うに当たり、運転中の同くい打機に接触す

ることにより労働者に危険が生ずるおそれがある同くい打機の作業半径内に、誘

導者を配置することなく、同会社の労働者を立ち入らせ、もって機械による危険

を防止するため必要な措置を講ずることなく労働災害を発生させた。

このことにより、大洲簡易裁判所から同社及び代表者が、労働安全衛生法違反

により罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。

このことは、建設業法第２８条第１項第３号に該当すると認められるため、

同 法第２８条第１項に基づき指示処分とする。

その他参考となる事項 愛媛労働局からの通報


